
精神保健福祉業務が
市町村で行われます

精神障害者保健福
祉手帳制度とは？

　一定の精神障害の状態

にあることを証とする手

段となることにより，手

帳の交付を受けた方に対

し，各種支援のサービス

を実施し，社会復帰の促

進を図る事を目的として

います。

　精神保健福祉法の改正により，平成１４年
４月１日から精神保健福祉業務の一部が市町
村で行われることになります。

　現在県保健所で行っていた手帳の交付，更新，再交付申請等の窓口業務を市町村で行う

ことになります。

　現在保健所で行っている申請，更新等

の窓口業務を市町村で行うことになりま

す。

　精神疾患を有して通院治療をう

けている方の医療費の一部を公費

負担することにより，自己負担が

５％で済む助成制度です。

精神障害者通院医療費
公費負担制度とは？

　社会復帰施設，社会適応訓練事業等福

祉サービスの利用についての相談に応じ，

利用斡旋をするとともに関係機関との調

整を行います。

精神障害者の在宅福祉サービスとして，居宅

介護等事業（ホームヘルプサービス），地域生

活援助事業（グループホーム），短期入所事業

（ショートステイ），の各事業を市町村で実施

できることになりました。

１．精神障害者保健福祉手帳の申請窓口業務

２．精神障害者通院医療費公費
　　負担申請窓口業務

３．精神障害者福祉サービスの
　　利用の斡旋・調整

４．精神障害者居宅支援事業の実施

◇これらの制度についての詳しいお問い合わ

せは役場住民課福祉係（　５９－３１１１内

線１２８）までお願いします。
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タスキを握り締めラストスパートする田島選手

沿道の声援を受け力走する井上選手

肝付チームで出場した角選手 自慢館の前を通過する選手を応援する保育園児

【公費負担申請手続の主な流れ】

手帳申請交付には診断書または年金証書写しの添付が必要です。
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【在宅福祉サービス利用申請手続きの主な流れ】

精神障害者保健福祉手帳所持者が対象です


